
 

  (2019.4改正) 

＜別紙１＞ 

第三者評価結果報告書 

① 第三者評価機関名 

ナルク神奈川福祉サービス第三者評価事業部 

 

② 施設・事業所情報  

名称：エルアンジュ保育園 種別：認可保育所 

代表者氏名：石井末貴 定員（利用人数）：70名（70名）     

所在地：〒240-0043 横浜市保土ヶ谷区坂本町167-5                        

TEL：045-442-7830 ホームページ： 

https://ailesangehoikuen.jp/ 

【施設・事業所の概要】 

 開設年月日  2015年4月1日 

 経営法人・設置主体（法人名等）：社会福祉法人なつめの会 

 職員数 常勤職員：       16名 非常勤職員        10名 

 専門職員 保育士        25名 看護師                     1名 

 施設・設備

の概要 

（本園） 調理室                    1室 

乳児室         2室          事務室                     1室 

調乳室         1室 トイレ                     6室 

保育室         4室 職員休憩室他              10室 

鉄骨造り2階建て  

延床面積     367.83

㎡ 

園庭                 100.74㎡ 

（分園） 調理室            1室 

保育室         1室 事務室           1室 

調乳室         1室 トイレ           3室 

木造地上2階地下1階建て 

 延床面積     189.98

㎡ 

 

 

③ 理念・基本方針  

【保育理念】            

ひとりひとりの個性を大切にする保育 

【保育方針】 

・考えて行動する子（自発性・知的好奇心） 

・たくましく生きる子（社会性・自立性） 

・思いやりのある子（優しさ） 

【保育目標】  

  ひとりひとりの個性を大切にし、さまざまな体験を通して生きる力と豊かな感性

を養うことを心がけています。 

 ・自己を十分に発揮しながら生活できるようにし、自主・協調などの社会的態度の

基礎を養っていきます。 

 ・自然や社会のことがらについて、興味や関心をもたせていきます。 

・いろいろな表現活動を通して創造性を養っていきます。 



 

・保護者とのコミュニケーションを大切にし、子育ての楽しさを分かち合いなが

ら、協力し合える人間関係を築いていく。 

④ 施設・事業所の特徴的な取組  

【立地および施設の概要】     

エルアンジュ保育園は、相鉄線・上星川駅より徒歩約5分の丘陵地の住宅街にあり

ます。園舎は周囲の住宅になじむ落ち着いた趣の建物となっています。園内は木を基

調とした設えで温もりが感じられ、外の景色が覗ける小窓や壁に取り付けられた触れ

る玩具、パーテーションで自在に広げられる保育室等、随所に工夫が凝らされていま

す。平成27年に開園し、平成30年に地域のニーズに応え、すぐ近くに乳児専用の分

園を設置しました。本園では2～5歳児50名、分園では0～1歳児20名、合計70名

（定員70名）が芝生の園庭や清潔感あふれる広々とした保育室で生活しています。 

【園の特徴】 

 3～5歳児のクラスでは、外部講師によるダンスやサッカー、スイミング（希望

者）、造形の指導を受け、いろいろな体験をしています。造形活動では「自由に表現

する力」を養うことで、個性あふれる作品が生み出され、子どもの自信につながって

います。例年、鮭の稚魚を育てて帷子川に放流する地域のイベントに参加していま

す。業務の効率化を図り、職員の負担を軽減するため、保育業務専用のアプリを導入

し、コロナ禍対策としてオンラインで運動会の配信や懇談会を実施するなど、ICT化

を積極的に推進しています。 

 

 

⑤ 第三者評価の受審状況  

 評価実施期間 

 

2022年4月1日（契約日） ～ 

 2002年12月26日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期） 2回（2017年度） 

 

⑥ 総評  

◇特長や今後期待される点 

１．一人ひとりの個性を大切にする保育の実践 

園の保育理念の下、「みんな違ってみんな良い」として、子ども一人ひとりの、あ

りのままの姿を受け入れ、成長に合わせた保育に取り組んでいます。職員は、子ども

が自分の力で取り組んでいる姿を見守りながら、時間がかかっても待ち、一人ひとり

の生活のペースを大切にしています。 

障がい児も、子ども同士の関わりを大切にし、集団生活を通して健全な発達が図れ

るように、「共に育ち合うことの大切さ」が実感できる保育を心がけています。クラ

スの活動に興味を持って参加できるように援助し、子ども同士で得意なことを認め合

い、一緒に成長できるように配慮しています。 

 

２．職員の行動指針となる「ステートメントブック」の活用 

 「ステートメントブック」には、園の理念や基本方針、倫理綱領、保育マニュア

ル、就業規則等が集約されており、職員が常に立ち返る基本を示す拠り所となってい

ます。全職員に配付され、職員は年度始めに読み合わせを行い、内容を確認していま

す。 

 

３．事故防止のためのヒヤリハット事例報告の徹底と活用 

クラス会議録に「今月のヒヤリハット」として記録し、職員会議で月1回共有し

て、事故防止策の検討を行っています。運営法人で連続して研修テーマとしている



 

「報連相」（報告・連絡・相談）とも関連付け、ヒヤリハットの理解や記録の書き方

の研修も行い、各クラスに1日1件程度の事例が集まっています。 

 

4．中長期および単年度の事業計画の策定方法の工夫 

中長期事業計画は、年度ごとの具体的な推進計画を策定し、定期的に進捗状況を確

認することが期待されます。単年度の事業計画には、年間行事等の保育内容だけでは

なく、園庭整備、園内設備の点検・修繕等、保育や園運営に関わる事項についても盛

り込み、職員も関わりながら、園独自の事業計画を策定し、評価・見直しをしていく

ことが期待されます。 

 

5. 保育の質の向上に向けた改善課題と改善計画の明文化 

園の自己評価や第三者評価の結果に基づく改善課題と改善計画を文書化し、改善策

の実施状況を評価し、必要に応じて計画の見直しを行いながら、全職員が関わって、

計画的に改善課題に取り組むことが期待されます。 

 

 

⑦ 第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

日々、子どもの最善の利益を考え保育を行っておりますが、評価機関を利用し評価

をいただいたことにより、園としての今後の課題や具体的な取り組みが明確となりま

した。 

評価の際には、日々行っている保育に加え、これからの課題を客観的に指導してい

ただきました。 今後も子どもたちのために、子ども自らが主体的に活動できる環境

や保育を職員で工夫をし、ひとりひとりの育ちに寄り添い、子どもたちが安心して過

ごすことのできる保育を行っていきたいと考えております。コロナ禍ではあります

が、また、地域に根ざした園であり続けるために、今できることを考え実践し、地域

の方々とともに子どもたちの育ちを見守っていきたいと考えております。 

最後に、今回の第三者評価受審に際しご尽力をいただいた評価機関の皆様、またご

多忙にもかかわらず利用者アンケートにご協力いただいた保護者の皆様に、心より感

謝申し上げ ます。 

 

 

⑧第三者評価結果 

  別紙２のとおり 


